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第 1 章 本計画の趣旨  
 

1.はじめに 
 

～『安心なまち、子どもが輝くまち、交流のまち いたの』をめざして～ 
 

日本は、高度経済成長期に急激な人口増加と社会変化を受け、公共施設の整備が進められてきました。現

在これらの老朽化が急速に進行しつつあり、効率的かつ計画的な維持管理、更新が重要な課題となっています。

本町でも建物系公共施設（庁舎、学校、老人憩の家等）においては、昭和 56（1981）年以前の旧耐震

基準で建築された割合が 62.1％に及び老朽化が進行しています。建物の大規模改修や建替え等で今後多額

の費用が必要になること等の課題が明らかにされています。また、道路や橋りょう、上水道施設といったインフラにお

いても、人口の増加に応じて順次整備を進めてきましたが、これらも同様に老朽化が進んでおり、更新には多額

の費用が必要であると捉えています。なお、下水道施設は、現在、町内での整備が進んでいますが、将来にわた

って適切な維持管理に努めていくことが重要です。 

 

一方で、少子高齢化に伴う社会保障費の増加や、生産年齢人口の減少に伴う税収の減少等が推測され、

依然厳しい財政状況が続く中、公共施設等の全体を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命

化等を計画的に行うことにより、税制負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現するこ

とが必要です。 

 

この状況下において、国は、「経済財政運営と改革の基本方針～脱デフレ・経済再生～」（平成 25 年 6 

月 14 日閣議決定）において「インフラの老朽化が急速に進展する中、「新しく造ること」から「賢く使うこと」への

重点化が課題である」との認識のもと、平成 25 年 11 月には、「インフラ長寿命化基本計画」が策定されました。

各地方公共団体においても、こうした国の動きと歩調をあわせ、速やかに公共施設等の総合的かつ計画的な管

理を推進するため、この『公共施設等総合管理計画』 （以下、本計画）の策定が要請されました。 

 

本町においても、これらの課題に対して重要な取組みと捉え、平成 28 年度に本計画を策定しておりましたが、

今回、さらなる国の要請により、各個別施設計画の内容を反映させた「公共施設等総合管理計画の見直し」に

取り組むこととされており、本町においても、見直しを実施しました。 
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2.背景・目的 
 
① 公共施設の管理の見直しは全国共通 

全国の自治体では、厳しい財政状況が続く中、過去に整備された公共施設が大量に更新時期を迎

えるという共通の課題に直面しています。 

公共施設等の全体を把握し、長期的な視点で更新・統廃合・長寿命化等を計画的に行う等の「公

共施設等総合管理計画」（以下、「本計画」という。）の取組みが必要になっています。 
 

② 直面する 3 つの課題  
1.老朽化施設の増大 

公共施設等の多くは、本町の進展とともに整備されてきました。 

これらを一斉に更新する時期が迫っています。 

2.人口の減少と少子高齢化  
人口減少、少子高齢化が進み、住民のライフスタイルの変化とともに、 

公共サービスのあり方が問われています。 

3.厳しい財政状況  
生産年齢人口の減少や、長引く景気の低迷により、本町の財政状況は厳しさを増し、必要性の

高い公共施設まで良好な状態を保てなくなる恐れがあります。 

 
③ 本町における基本計画の策定 

公共施設等の課題を踏まえ、本町においても、住民に安心・安全に公共施設等を利用いただけるよう

適切な維持管理を推進していきます。 

現在そして将来の本町を取り巻く様々な状況を見据えながら、次世代に負担なく公共施設等を引き 

継いでいくことが必要とされています。 

そこで、本計画では施設の長寿命化や予防保全の考え方による維持管理、機能の統合・複合化等を

検討していきます。 

効果的・効率的な施設の有効活用、施設の維持修繕や管理運営に係る民間の技術やノウハウを活

用した PPP 手法の活用等、施設の今後のあり方について基本的な方向性を示す内容とします。 
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3.本計画の位置づけ 
 

本計画は、本町の行財政状況等を総合的に鑑みながら、公共施設等を総合的に管理するための計画であり、

建物やインフラ施設にかかる個別の計画を包括する基本的な方針を定めるものです。 

 

 
 
 

 
（※）すでに策定済みの計画等は以下のとおりです。 

板野町橋梁長寿命化修繕計画 

板野町舗装個別施設計画 

板野町公営住宅等長寿命化計画 

板野町水道事業経営戦略 

板野町下水道事業経営戦略 

板野町公共施設個別施設計画 

板野町学校施設長寿命化計画 

  

計画の体系 
インフラ長寿命化基本計画 

公共施設等総合管理計画の 
策定にあたっての指針 国 

板野町振興計画 
＜基本構想・基本計画＞ 

板野町総合戦略 
板野町人口ビジョン 

板野町 
公共施設等総合管理計画 

個別施設計画（※） 

学 

校 

公
営
住
宅 

公 

園 

道 

路 

橋
り
ょ
う 

上
水
道 

下
水
道 
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第 2 章 板野町の概要  
 

1.位置と地勢 
 
昭和 30（1955)年に板西町、松坂村、栄村の 1 町 2 村が合併し、古くからこの地の名称「板野」を町名と

して、板野町が誕生しました。北に阿讃山脈、南に吉野川平野を配する 36.22 ㎢の町域では、米、そ菜園芸・

果樹等農業生産を産業基盤としながらも、県北東部の文化教育の拠点として役割を果たしています。基幹産業

の農業は、肥沃な吉野川沖積層を土壌に洋人参や白瓜・ダイコン、レンコンの安定供給基地となっており、県内

農業の中核的位置を占めています。 

太古よりの歴史を有し、律令時代には南海道が通り、当時の地方役所「板野郡衙」が設置され、昔からの交

通の要所として機能していました。また、四国霊場八十八箇所の３番～５番までの三つの霊場を有し、歴史・

文化的な蓄積を多く有しています。 

＜Google Map より＞ 

●交通  
町内には高速幹線が 2 本通り（高松自動車道・徳島

自動車道）、町内には板野 IC、隣接する藍住町に藍住
IC が立地し、両 IC がバイバス（徳島県道 1 号線）で結
ばれており、高速交通へのアクセスは極めて優れています。 

 

●生活圏  
通勤・通学状況から見ると、本町の住民は徳島市・鳴

門市・藍住町へ流出していますが、一方、周辺地域からも
多くの流入がみられます。平成27年の国勢調査では板野
町からの流出 3,690 人に対し、周辺から板野町への流入
は 3,497 人とやや流出が多いものの、概ね類似した動き
を示しています。 

 

●産業  
 

産業別就業人口の構成比をみると、１次・２
次産業の減少に対し、第３次産業が増加という
傾向が続いています。 

農業が基幹産業ですが、「あさんインダストリア
ル・パーク」には大手の製薬会社が立地していま
す。また、「ソフトパーク・いたの」には工業・情報
通信系の企業が立地しています。 

本町の高速道路等の立地条件を考えると、こ
れからも企業立地が想定されます。 

 

  

11.1
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61.6

58.9

54.4
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産業別就業人口の構成比の推移（国勢調査） 
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2.人口の動向と将来予測 
 
 ここからは、板野町人口ビジョン（令和 2 年 3 月）より、人口動向と将来予測を紹介します。 
 

① 人口推移 
本町の人口は、平成 12（2000）年 14,637 人に達して以降、減少傾向で推移しており、平成 27

（2015）年には 13,358 人と昭和 55（1980）年の 13,562 人を下回る水準にまで減少しています。 

本町では平成 27 年に「板野町人口ビジョン」を策定し、その中で今後の目標とする戦略人口と、今後の人

口減少対策等を加味しない場合に想定される趨勢人口とを示しています。それに基づけば、趨勢人口は、令

和 42（2060）年には 6,710 人程度にまで減少することが見通される中、こうした人口減少を抑制する

様々な取り組みを前提に戦略人口として、令和 42 年に 10,020 人程度を目指すこととなっています。こうした

状況の中で、平成 27 年以降の本町の人口動向（国調ベース）では、13,358 人から減少傾向で推移して

はいるものの極めて緩やかな減少となっており、令和元（2019）年時点で 13,173 人となっています。 

 

② 趨勢人口 
趨勢人口とは、今後、特段の人口政策効果等を見込まない場合に将来的に想定される人口のことです。

平成 27（2015）年以降の人口動向を踏まえた検討・推計は以下の通りです。 

 
本町の趨勢人口は次のようになり、令和 2（2020）年に 13,103 人となった後、令和 22（2040）

年には 9,426 人、2060 年には 5,762 人への減少するすることが想定されます。 

 

  



6 
 

 
③ 将来の戦略人口 

今後、基本的取り組みを踏まえた様々な人口減少対策を講じることにより、合計特殊出生率の上昇や平

成 28（2016）年以降の社会増の波を力強いものとし、令和 42（2060）年において 10,000 人規模の

人口を維持することを目指します。 

 
 

④ 年少人口の展望 
年少人口について、趨勢人口では平成 27（2015）年の 1,451 人から令和 42（2060）年には

249 人へと、変化指数にして 17.2 の水準にまで減少することが想定されますが、戦略人口を実現すること

により、令和 42（2060）年においても 1,164 人、変化指数にして 80.2 の水準を維持することができます。

令和 2（2020）年以降、1,100 人前後で安定的に推移することが想定されることを踏まえ、未就学児へ

のサービス基盤や小中学校の施設規模等について検討していくことが必要になります。 
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⑤ 生産年齢人口の展望 

生産年齢人口については、趨勢人口では平成 27（2015）年の 7,867 から令和 42（2060） 年

には 2,228 人へと、変化指数にして 28.3 の水準にまで減少することが想定されますが、戦力人口を実現

することにより、令和 42（2060）年においても 4,485 人、変化指数にして 57.0 の水準を維持することが

できます。 

地域における社会経済活動の中心的担い手である生産年齢人口の減少を少しでも緩和するため、地

域における就業・雇用の場・機会の創出を図るとともに、地域における労働力確保のためにも女性・高齢者

の活躍できる地域社会環境を整えていくことがより重要になってきます。 
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⑥ 高齢者人口の展望 

高齢者人口については、趨勢人口では、平成 27（2015） 年の 4,040 人から令和 42（2060）年

には3,285人へと、変化指数にして81.3の水準にまで減少することが想定されますが、戦力人口を実現す

ることにより、令和 42（2060）年においても 4,662 人、変化指数にして 115.4 の水準にまで増加するこ

とが想定されますが、令和 42（2060）年の高齢化率についてみると、趨勢人口 57.0％に対し、戦略人

口では 45.2％と 10 ポイント以上低く、高齢化そのものの抑制も期待されます。 

高齢者人口が令和 27（2045）年に 5,433 人でピークを迎えることを踏まえ、今後の高齢者福祉施

策や介護施策について検討していく必要があります。 
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3.財政状況 
 

本町の財政状況としては、実質公債費比率1は、類似団体2平均値（7.9％）と比較して、本町は（5.8％）

と下回っています（徳島県平均 7.1％）。数値減少の要因としては、過去に実施した大型事業に係る地方債

の償還が完了したことや、一部事務組合が起こした地方債の元利償還金に対する負担金が減少したことなどが

挙げられます。しかし、下水道事業特別会計に対する公営企業債の償還に伴う繰出金が増加し続けていること、

また、道の駅整備事業に係る地方債の元利償還金の増加が見込まれることから、比率の上昇が懸念されるため、

事業の選択による適量・適切な実施を心がけ、起債に大きく頼らない財政運営に努めてまいります。また、同年

度の市町村の財政力を示す財政力指数3は 0.49（類似団体平均 0.46/徳島県平均 0.41）となっていま

す。 

 

今後、人口減少に伴い地方税収入の減少が見込まれることから、これまで以上に、歳入に係る地方交付税や

国庫支出金等の依存財源の割合が増すことが考えられます。また、高齢化社会の進行による社会保障費の支

出が歳出に占める割合が高くなることが予想されます。 

 

以上に加え、全国的に見ても公共施設等の多くは、高度経済成長期に整備されており、本町も例外ではあり

ません。町有の多くの施設が老朽化しており、今後の公共施設等の更新（建替え）や維持管理に対しての財

源配分を適正に行うことが必要になります。コストと財政の適正性の面から、本町の公共施設等の維持管理・改

修・更新等に支出できる財源には限界があることを前提に、早急に公共施設のあり方を検討します。 

 
  

                                                   
1 地方自治体における一般財源の規模に対する公債費の割合のこと。実質公債費比率が 18％以上となる地方自治体は、地方債を
発行するときに国の許可が必要になる。さらに、実質公債費比率が 25％以上になると、単独事業のために地方債を発行することができな
くなる。2006 年度導入。 
 
2 市町村の態様を決定する要素のうちで最もその度合いが強く、しかも容易、かつ客観的に把握できる「人口」と「産業構造」により設定さ
れた類型により、大都市、特別区、中核市、特例市、都市、町村ごとに団体を分別したもの。 
 
3 地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去 3 年間の平均値。財政力指
数が高い（1.0 に近い）ほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえる。 
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●歳入 （普通会計） 
 

歳入決算の推移（千円） 

 

令和 2 年度の歳入内訳（％） 

 

 
歳入では、地方交付税や国・県支出金、地方債に依存している状況が続いています。令和 2 年度では、

5,895,532 千円となり歳入割合の 63.3％に相当します。 

一方では、町税、分担金及び負担金、使用料及び手数料等、本町が自主的に調達することができる自主財

源は、令和 2 年度では 3,420,031 千円となり歳入割合の 36.7％に相当します。自主財源が多いほど、行政

活動の自主性と安定性を確保できるとされています。 
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●歳出 （普通会計） 
 

歳出決算の推移（千円） 

 

令和 2 年度の歳出内訳（％） 

 
 

歳出を目的別に分類すると、予算がどの分野にどれだけ配分されているかが分かります。 

令和 2 年度の歳出のうち、比較的大きな金額になっているものは、投資的経費が 26.5％、補助費等が

21.7％、人件費が 13.0％を占めています。道の駅整備費用や、新型コロナウイルス対策で、投資的経費や補

助金が増加したことが挙げられます。投資的経費には、公共施設の建設や用地取得に関する費用である「普通

建設事業費」が含まれています。今後、高齢化に伴う社会保障費の増大に加え、施設の建替えや修繕が発生

してくるため、費用は増加していくことが想定されます。   
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第 3 章 公共施設の現状及び将来の見通し  
 

1.対象施設 
 

本計画では、本町が対象とするすべての公共施設を、建物系公共施設と土木系公共施設・企業会計施設

に分けます。また、それらの区分をさらに機能別に分類し整理を行いました。なお、公共施設等の整備状況は令

和 2 年度末の本町が管理する整備データ4を使用しています。 

 
●建物系公共施設 （本町保有） 
 施設分類 本町の主な施設例 延床面積（㎡） 

1 町民文化系施設 
集会施設（公民館、集会所等） 

12,332.67 
文化施設（文化会館） 

2 社会教育系施設 博物館等（陶芸ハウス、大坂口御番所跡） 158.00 

3 
スポーツ・ 
レクリエーション系施設 

スポーツ施設 
6,144.96 レクリエーション施設・観光施設 

保養施設 

4 産業系施設 畜産センター、農機具等格納庫、道の駅いたの 2,764.40 

5 学校教育系施設 
小学校、中学校 

19,614.13 
その他教育施設 

6 子育て支援系施設 
子どもセンター、児童館 

4,541.56 
保育園、幼稚園 

7 保健・福祉施設 高齢者福祉施設（老人憩の家等） 5,410.95 

8 行政系施設 

庁舎等 

3,274.35 消防施設 

その他行政系施設 

9 公営住宅 公営住宅 32,805.23 

10 公園 あせび公園、歴史文化公園 297.76 

11 供給処理施設 環境センター、し尿処理施設 5,999.39 

12 その他 その他 1,104.94 

  合計 94,448.34   

                                                   
4 令和 3 年 3 月 31 日時点における固定資産台帳（総務省：地方公会計制度）を基準とする。 
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 以下に、建物系公共施設の年度別整備延床面積を示します。 
 

年度別整備延床面積 
 旧耐震基準 

（1981 年以前） 
 

新耐震基準 
（1982 年以降） 

 建物系公共施設 
総延床面積 

 

 58,548 ㎡ 62.1%  35,779 ㎡ 37.9％  94,448 ㎡  

 ※建築年度不明分を含む 

縦軸：延床面積（㎡）  

 
横軸：年度 

 

上図は、本町が現在保有している建物系公共施設の建築年次ごとの延床面積をあらわしています。これ

より、1960 年代から 2000 年にかけて、整備を続けてきたことが分かります。とりわけ、1970 年代には大規

模な開発の中で公営住宅の整備を進めてきました。 

しかしながら、昭和 56（1981）年以前の旧耐震基準で建築されたものが、全体の 62.1％にのぼりま

す。学校教育系施設については耐震化が完了しているものもありますが、老朽化が深刻化しているものもあり

ます。なお、新耐震基準にて建築されたものに関しても、築 30 年を経過しているものもあることから、大規模

改修をはじめとした、老朽化対策を講じていく必要があります。 
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■ 建物系公共施設保有量（延床面積）の推移 ■ 
 平成 27 年度末（平成 28 年 3 月 31 日）時点から、令和 2 年度末時点（令和 3 年 3 月 31 日）の建

物系公共施設保有量との比較は以下の通りです。 
 

施設分類 
H27 末 R2 末  増減（㎡） 

＜ 減はマイナス ＞ 延床面積（㎡） 延床面積（㎡） 

1 町民文化系施設 12,132.92 12,332.67 → 199.75 

2 社会教育系施設 35.18 158.00 → 122.82 

3 スポーツ・レクリエーション系施設 6,135.06 6,144.96 → 9.90 

4 産業系施設 741.7 2,764.40 → 2,022.70 

5 学校教育系施設 19,614.13 19,614.13 → 0.00 

6 子育て支援系施設 4,391.38 4,541.56 → 150.18 

7 保健・福祉施設 5,334.76 5,410.95 → 76.19 

8 行政系施設 2,650.35 3,274.35 → 624.00 

9 公営住宅 32,805.23 32,805.23 → 0.00 

10 公園 297.76 297.76 → 0.00 

11 供給処理施設 5,999.39 5,999.39 → 0.00 

12 その他 1,104.94 1,104.94 → 0.00 

合計 91,242.80 94,448.34 → 3,205.54 
 

 2020（令和 2）年度末時点と比較して、本町の建物系公共施設保有量は約 3,206 ㎡の増加となり、比

率で表すと、3.5％の増加となりました。増加の要因としては、「道の駅いたの」の整備があげられます。 

 

■ 過去に行った対策の実績 ■ 
 近年実施した、【改修工事】、【修繕工事】並びに【耐震化工事】の実績例を示します。 

  【改築工事】 

    彩りの舘改装工事（H28 年度） 板野東小学校教室床改修工事（H28） 

    板野第 1 団地 6 棟及び第 3 団地 1 棟改修工事（H28） 

    板野南小学校管理・特別教室棟南側外壁改修工事（H30）保育園関係（H28～R1）  

  【修繕工事】 

    板野第 1 団地 4 棟改修工事（R1） 板野町文化の館屋上防水改修工事（R1） 

    あせび温泉やすらぎの郷改修工事（R2） 

板野中学校改修工事〈体育館、武道館天井、特別教室棟南側外壁他〉（R1～R2） 

  【耐震化工事】 

    高樹老人憩の家耐震改修工事（H29） 矢武老人憩の家耐震改修工事（H30） 

    古城老人憩の家耐震改修工事（H30） 町民センター耐震改修工事（R1）   
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■ 有形固定資産減価償却率5の推移 ■ 
 地方公会計における固定資産台帳に掲載している有形固定資産のうち、土地以外の償却資産（建物や工

作物等）の取得価格に対する減価償却の割合です。この比率が高いほど、法定耐用年数に近い資産が多いこ

とを示します。資産の取得からどの程度経過しているかを把握することができ、公共施設の再編等を行う際に参考

となる指標です。   

ここでは、当該比率について、本町と類似団体平均を比較します。なお、類似団体の数値は、総務省の各年

度で回答のあった団体に関するものを使用しています。 

本町の令和元年度の有形固定資産減価償却率は 64.0%で、類似団体の平均値と比較し4.3%高い値と

なっています。これは、新しく整備した施設等に対して、減価償却（老朽化）が進んだ施設等を多く保有してい

ることが挙げられます。施設の老朽化が進んでいるものであり、将来の公共施設等の修繕や更新等に係る財政

負担を軽減するため、本計画や各種個別施設計画（長寿命化計画）に基づき、今後は、公共施設等の集

約化・複合化を進めるなどにより、施設保有量の適正化に取り組む必要があります。 

ただし、長寿命化対策を行った場合などの効果が、この比率に反映されるものではないため留意が必要です。

また、施設の老朽度合いや危険性など直接示すものではありません。 

 

 
   

                                                   
5 総務省：財政状況資料集より 
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●土木系公共施設・企業会計施設 
  
土木系公共施設 

 大分類 中分類 延長（m） 面積（㎡） 

1 道路（町道） 
1 級町道 25,064 146,616 
2 級町道 13,324 81,460 
その他 244,096 1,079,361 

2 橋りょう 
1 級町道 490 2,566 
2 級町道 323 1,470 
その他 2,257 12,148 

 
 

企業会計施設 

 分類 管径 延長（m） 

1 水道事業 

導水管 300mm 未満 1,266 
導水管 300～500mm 未満 3,745 
送水管 300～500mm 未満 5,807 
配水管 50mm 以下 43,693 
配水管 75mm 以下 33,645 
配水管 100mm 以下 16,796 
配水管 150 ㎜以下 19,943 
配水管 200 ㎜以下 4,502 
配水管 250 ㎜以下 1,777 
配水管 300 ㎜以下 4,484 
配水管 350 ㎜以下 1,324 
配水管 400 ㎜以下 1,530 
配水管 450 ㎜以下 57 

2 公共下水道事業 
250mm 以下 34,130 
251～500mm 以下 1,502 

 
水道事業の建築物  

 施設分類 用途 延床面積 
1 水道事業 取水施設・浄水施設等 685.00 
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2.試算条件 
 

現在、本町が保有している建物系公共施設と土木系公共施設・企業会計施設を今後も保有し続け、耐用

年数経過後に現在と同じ規模で建替え・更新を行うこととした場合に、今後 40 年間で必要となる費用の推計を

行います。費用算定には、公共施設等更新費用試算ソフト（一般財団法人地域総合整備財団）を参照して

います。以下に、試算条件と更新単価を示します。 

 
●試算条件  

更新費用の推計額 
事業費ベースでの計算とする。 
一般財源負担見込み額を把握することが困難であるため。 
計算方法 

耐用年数経過後に現在と同じ延べ床面積等で更新すると仮定し
て計算する。 
延床面積×更新単価 
更新単価 

すでに更新費用の試算に取り組んでいる地方公共団体の調査実
績、設定単価を基に用途別に設定された単価を使用する。また、
建替えに伴う解体、仮移転費用、設計料等については含むものとし
て想定している。 
大規模改修単価 

建替えの６割と想定し、この想定の単価を設定する。 
耐用年数 

標準的な耐用年数とされる 60 年を採用することとする。日本建築
学会「建物の耐久計画に関する考え方」より。 

大規模改修 
建設後 30 年で行うものとする。 
地域格差 

地域格差は考慮しないものとする。 
経過年数が 31 年以上 50 年までのもの 

今後 10 年間で均等に大規模改修を行うものとして計算する。 
経過年数が 51 年以上のもの 

建替え時期が近いので、大規模改修は行わずに 60 年を経た
年度に建替えるものとして計算する。 
耐用年数が超過しているもの 

今後 10 年間で均等に更新するものとして計算する。 
建替え期間 

設計、施工と複数年度にわたり費用が掛かることを考慮し、建
替え期間を 3 年間として計算する。 
修繕期間 

設計、施工と複数年度にわたり費用が掛かることを考慮し、修
繕期間を 2 年間として計算する。 

 
●更新単価  
建物系公共施設 
施設類型 大規模改修 建替え 施設類型 大規模改修 建替え 
市民文化系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 保健・福祉施設 20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 
社会教育系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 行政系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 
スポーツ・レク系施設 20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 公営住宅 17 万円/㎡ 28 万円/㎡ 
産業系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 公園 17 万円/㎡ 33 万円/㎡ 
学校教育系施設 17 万円/㎡ 33 万円/㎡ 供給処理施設 20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 
子育て支援施設 17 万円/㎡ 33 万円/㎡ その他 20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 

 

土木系公共施設・企業会計施設 
施設類型 更新年数 建替え 施設類型 更新年数 建替え 
道路 15 年 4,700 円/㎡ 上水道 40 年 9.7～15.8 万円/m 
橋りょう 60 年 42.5～50.0 万円/㎡ 下水道 50 年 6.1～29.5 万円/m 

 

  



18 
 

 

3.建物系公共施設の将来更新費用推計 

 
以下は、建物系公共施設の今後 40 年間の更新費用推計を示しています。本町が保有する建物系公共施

設について、現状規模のまま建替えを行った場合、2060（令和 42）年度までに約 445 億 5 千万円の更新

費用を要し、年平均を計算すると、毎年約 11 億 1 千万円かかる試算となりました。 

本町では、すでに大規模改修の時期に差し掛かっている施設もあり、今後 10 年間に大規模改修に多額の費

用が発生すると見込まれています。加えて、2034（平成 46）年度以降は、建替えによる多額の費用の発生が

見込まれています。 

 
 

 40 年間の更新費用総額 444.5 億円  
 

縦軸：億円 横軸：年度 
 

 
 年間の住民一人あたりの負担額6 83,400 円  

  

                                                   
6 13,319 人（令和 3 年 3 月 24 日現在：広報いたの「すがお」 2021 年 4 月号より） 
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 建物系公共施設の更新費用推計を施設の用途別に表すと以下のようになります。 
 

 40 年間の更新費用総額 444.5 億円  
 

縦軸：億円 横軸：年度 
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4. 土木系公共施設・企業会計施設の将来更新費用推計 

 
以下は、土木系公共施設・企業会計施設の今後 40 年間の更新費用推計を示しています。現状規模のま

ま建替えを行った場合、2060（令和 42）年度までに約 369 億円の更新費用を要し、年平均を計算すると、

毎年約 9 億 2 千万円かかる試算となりました。 

 なお、公共下水道については、2004（平成 16）年度から整備が始まったため、更新時期が 2054 年からと

なっています。こういった要因も踏まえながら、更新時期、費用、整備の見極めが重要になってきます。 

 
 

 40 年間の更新費用総額 369.0 億円  
 

億円 
 

 
年度 

 年間の住民一人あたりの負担額 69,100 円  
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5.公共施設等の将来更新費用推計 

 
 前頁までの、建物系公共施設と土木系公共施設・企業会計施設の将来更新費用推計の合算したものを示

します。40 年間の更新費用総額が 813 億 5 千万円であり、1 年あたりの整備額として 20 億 3 千万円、住民

一人あたりにして 15 万 2,500 円を毎年において投資的経費や建設改良費として計上し続けることができれば、

現状の施設と同等の規模を整備、改修を行うことが可能となります。 

 しかしながら町財政が今後も厳しい状況が続くことを考慮すると、現状のままの規模を維持することは困難である

と考えます。そのため、既存施設への機能の集約化、利用者ニーズの変化に対応した公共施設等のあり方の検

討、計画的な更新の実施による更新費用の縮減や平準化をめざしていきます。 
 

 

 40 年間の更新費用総額 813.5 億円  
 

億円 

 
年度 
 年間の住民一人あたりの負担額 152,500 円  
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点線内の部分の縮減・ 
平準化が必要です！ 
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第4章 公共施設等の総合的な管理に関する基本的な方針  
 

1.計画期間 
 

本計画期間は平成 29（2017）年度から令和 8（2026）年度までの 10 年間とします。 
時代に合ったまちづくりを推進し、計画内容は社会情勢の変化や事業の進捗状況等に応じて、計画期間中

においても適宜見直しを行うものとします。 

2.基本方針 
 

本計画は、住民の安全・安心を確保し、子どもや孫の世代が安心して暮らせる地域社会を築いていくため、安

全に保有し続けることができる運営体制を確立していくことを目的とします。 

そのため、本町が保有する全ての公共施設等を対象に、町全体の公共施設等の総量抑制、施設の維持管

理・運営方法の見直し、資産の有効活用等、公共施設等に関する将来的な財政負担を軽減するための取組

みを積極的に進めます。公共施設等は一度整備すると、長年にわたり世代を超えて使い続けることとなる一方、

住民のニーズは時代とともに変化します。 

公共施設等を、時代に適合させ、多くの住民に効果的に活用してもらうための取組みを進めます。 
 

○総量抑制  
施設の整備から長期間が経過し、使用頻度が少ない公共施設等は廃止や縮小を検証します。 

民間での運営が可能な施設は積極的に民営化を進める等、住民の利用状況に留意しながら、町全体の

公共施設等の保有量の縮減に取組みます。 
 

○維持管理・運営方法の見直し  
公共施設の維持管理・運営方法について、民間活力の導入等により、一層の効率化に取組みます。 

また、多くの住民が効果的に施設を利用できるよう、必要に応じて施設の位置づけを見直すことにより、広域

化や多機能化による利用対象者の拡大に取組みます。 
 

○資産の有効活用  
住民が公共施設をできるだけ長期間良好な状態で利用できるよう、運営費用等の縮減の可能性を十分

検証した上で、計画的な予防保全の仕組みを導入し、公共施設の長寿命化に取組みます。 

また、公共施設の民営化・複合化・多機能化・廃止等によって生じた余剰地については、民間への売却や

賃貸等を積極的に進める等、効果的かつ効率的な資産活用に取組みます。   
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3.維持管理方針 
 
① 点検・診断等の実施方針 

個別施設計画の策定にあたっては、劣化診断を実施し経年による劣化状況、外的負荷（気候天候、使用

特性等）による性能低下状況および管理状況を把握するとともに、評価を行い、施設間における保全の優先度

を判断します。点検には、日常点検の他に、定期点検や臨時点検等があり、自ら実施する場合と、専門家に依

頼する場合があります。委託契約により実施している保守・点検・整備が委託契約どおりに実施されているかどう

か、委託先から確実に報告を受け、実態を把握します。 

保守・点検・整備については、その履歴を記録し、集積・蓄積して老朽化対策等に活かすことが重要です。 

建物の劣化及び機能低下を防ぐために、恒久的に実施します。また、現況把握のための施設診断では、施設の

安全性、耐久性、不具合性および適法性が最低限必要な診断項目となります。耐震診断、劣化診断、衛生・

空気質診断等、既往の診断があるものはそのデータを利用します。公共施設調書等から転用できるデータもある

ので、これらの調査を十分に活用しながら、診断を定期的に行っていきます。以下に、評価項目を示します。 
 

評 価 項 目 内  容 

安全性 

① 安全性 
敷地安全性（耐災害）、建物耐震・耐風・耐雪・耐雨・耐落雷安全性、
防火安全性、事故防止性、防犯性、空気質・水質安全性 

② 耐久性 建物部位（構造・外装等）の耐久性・劣化状況 
③ 耐用性 経過年数と耐用年数、変化に対する追随性、計画的な保全・大規模改修 
④ 保全性 維持容易性、運営容易性、定期検査の履行 
⑤ 適法性 建築法規、消防法、条例 

機能性 
⑥ 不具合性 施設各部位（構造・仕上・付帯設備・建築設備）の不具合性 
⑦ 快適性 施設快適性（室内環境・設備）、立地利便性 
⑧ 情報管理の妥当性 情報収集、情報管理、情報利活用 

環境性 ⑨ 環境負荷性 施設の環境負荷性（省エネ、有害物質除去等） 

社会性 

⑩ 社会性 地域のまちづくりとの調和、ユニバーサルデザイン（バリアフリー化） 
⑪ 顧客満足度 顧客満足度、職員満足度 
⑫ 施設充足率 地域別施設数量の適正性、用途別施設数量適正性、余剰スペース 
⑬ 供給水準の適正性 供給数量適正性（敷地面積、建物面積等） 
⑭ 施設利用度 施設利用率、空室率 

経済性 

⑮ 体制・組織の妥当性 統括管理体制、管理体制、トップマネジメントへの直属性 

⑯ 
点検・保守・改修コス
トの適正性 

点検・保守費、清掃費、警備費、改修費・大規模改修費、更新費 

⑰ 
運用コストの適正性・
平準化 

運用費、水道光熱費 

⑱ 
ライフサイクルコストの
適正性 

ライフサイクルコスト7 
  

                                                   
7 製品や構造物を取得・使用するために必要な費用の総額。企画・設計から維持・管理・廃棄に至る過程（ライフサイクル）で必要な
経費の合計額をいう。 
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② 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

全対象施設において点検・診断を実施することによって、修繕等の必要な対策を適切な時期に着実かつ効率

的・効果的に実行します。また、施設の状態や対策履歴等の情報を記録し、今後の点検・診断・予防保全等に

活用するという、メンテナンスサイクルを施設類型ごとに構築していくこととします。 

今後、住民生活に必要性が認められる施設については、修繕・更新の機会をとらえて社会経済情勢の変化に

応じた質的向上や機能付加、用途変更や複合化・集約化を図っていきます。一方で、必要性が認められない施

設については、廃止・除却を進めることとします。中長期的な視点に立って、長寿命化コストの縮減と年度間のコ

スト平準化を推進していきます。 

 
 
③ 耐震化及び国土強靱化の実施方針 

本町では、一部の既存建築物について耐震補強を行っています。耐震改修と耐震補強の状況、及び主要な

建築物の耐震改修対象建築物については、必要に応じ明確にしていきます。 

さらには、南海トラフ巨大地震・大規模水害・土砂災害・豪雪災害及び、同時かつ連続的に発生する複合災

害への的確な対応を図り、「板野町国土強靭化地域計画」とも密接に連携すると共に、県や近隣市町村と連

携を図りつつ、国の定める国土強靱化に資する公共施設等の耐震化を推進していきます。 

 
 
④ 安全確保の実施方針 

公共施設における安全確保は、利用者の安全を確保し、資産や情報の保全を目的とした要件です。万一の

事故・事件・災害に遭遇したときに、損害を最小限にとどめ俊敏に復旧する体制を、平時から備えておくことは、施

設管理者にとって最も重要なポイントとなります。点検・診断等により高度の危険性が認められた公共施設等ま

たは、老朽化等により供用廃止され、今後とも利用見込みのない公共施設等に対しては、本計画や個別施設

計画に基づきスピード感を持って安全対策や除却等を推進します。施設の安全確保に係る項目としては、耐久

性、不具合の状況や敷地安全性、建物安全性、火災安全性、生活環境安全性の把握が重要となります。   

本町では、この中から高度な危険性が認められる項目を絞り込み、評価し、危険性が認められた施設について

は、評価の内容に沿って安全確保の改修を実施することとします。なお、一部危険性の認められたものについては、

総合的な判断により改修せずに供用廃止を検討する場合があります。 

一方、除却に際しては、地方債の特例措置をはじめとする国の地方財政措置を有効的に活用していきます。 

 次の項の表にて、評価項目を示します。 
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評 価 項 目 内 容 

耐用性 

 

耐久性 

耐用年数 
経過年数 経過年数の割合（％） 
耐用年数（償却） 法定耐用年数 

耐久性 
構造材耐久性 構造耐用年数と築年との差 
外壁・屋根耐久性 外壁屋根耐用年数と改修年との差 
付属設備耐久性 設備耐用年数と改修年との差 

不具合 

構造の不具合 
基礎・躯体 沈下・亀裂・欠損の状況 
土台 腐食、欠損の状況 
柱・梁、壁、床等 亀裂、脱落、腐食、欠損、ゆるみの状況 

外部仕上の不具合 
屋根 排水良否、雑草有無、防水層膨れの状況 
外壁・屋根 剥落、落下、ひび割れの状況 
窓枠、サッシ、ガラス 腐朽、ゆるみ、シーリングの状況 

内部仕上の不具合 
天井 たるみ、亀裂、剥落、落下の有無 
内壁 割れ、はがれ、変色の有無 
床 割れ、はがれ、変色の有無 

付帯設備の不具合 
煙突、屋外階段 傾斜、亀裂、腐食、剥落、支持金具の状況 
広告塔、吊看板等 浮き上がり、腐食、ゆるみの状況 

建築設備の不具合 

電気設備機器本体 亀裂、損傷、サビ、腐食、摩耗、ゆるみの状況 
給排水衛生設備機器本体 亀裂、損傷、サビ、腐食、摩耗、ゆるみの状況 
空調換気設備機器本体 亀裂、損傷、サビ、腐食、摩耗、ゆるみの状況 
搬送設備機器本体 亀裂、損傷、サビ、腐食、摩耗、ゆるみの状況 
その他設備機器本体 亀裂、損傷、サビ、腐食、摩耗、ゆるみの状況 

安全性 

 

敷 地 の
安全性 

自然災害回避性 地震、土砂、浸水災害 液状化、警戒区域、危険区域等の有無 

敷地安全対応策 
地盤安定性 地盤沈下、地盤崩壊、湿潤地域の有無 
緊急自動車接近 道路幅員 
地盤調査結果 軟弱地盤、盛土、埋立地の有無 

建 物 の
安全性 

構造安全性 基礎の安全性 安全要件の満足度 

地震安全性 
建築年 1981 年 6 月以前 
耐震補強 有無 
免震、制震 有無 

対落雷安全性 避雷針 有無 
火 災 の
安全性 

耐火、避難、消化
安全性 

延焼防止、避難経路確保、
消火活動・経路確保 

防火性能、避難路の状況、防火設備の状況 

生活環
境 の 安
全性 

空気質安全性 空気質安全性の確保 ホルムアルデヒド・トルエン等の状況 
水質安全性 水質検査 有無 

傷害・損傷防止性 
転倒・転落防止性 転倒・転落防止に対する安全要件の満足度 
落下物防止性 落下物防止に対する安全要件の満足度 

有害物質排除性 
アスベスト、PCB、フロン・ハロ
ン対策 

排除状況 

公害防止性 
日照・通風障害、電波障
害、外構の維持 

防止要件の満足度、保全要件の満足度 
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⑤ 長寿命化の実施方針 

長寿命化が必要と判断された施設については、その延長期間を一世代相当分延長することを目標とします。

目標を達成するため、経済的かつ効果的で、 環境負荷低減や災害対応にも配慮した予防保全措置を適切に

講じていきます。また、長寿命化工事（大規模修繕工事等）の実施にあたっては、従来の平均的な更新時期

に建替える場合と比べて、LCC（ライフサイクルコスト）の削減を図ります。なお、各施設の長寿命化の具体的な

方針については、各個別施設計画において定めていきます。 

 

要求性能レベル

初期性能レベル

許容レベル

長寿命化

改修工事大規模

改修工事

修繕
修繕

10年 20年 30年 40年 50年 60年 70年 80年  
 
上図は、施設のライフサイクルにおける経過年数と機能・性能の関係を示したものです。建設から 40 年くらいま

では、小規模な改修工事や点検・保守・修繕を定期的に行うことによって、性能・機能を初期性能あるいは許容

できるレベル以上に保つことができます。 

しかし、建設後 40 年程度経過すると点検・保守による修繕・小規模改修工事では、性能・機能が許容でき

るレベルを維持できなくなり、大規模改修工事が必要となります。要求性能レベルは通常時間が経つにつれて上

昇するため、要求性能レベルの変化を視野に入れた改修工事が望まれます。 

さらに、施設の寿命を、例えば 80 年まで延ばすためには長寿命化改修工事が必要となります。 

本町の公共施設等では、建替周期は大規模改修工事を経て 60 年とし、その時点で診断を行い更に使用が

可能であれば長寿命改修工事を行って 80 年まで長期使用しコストを削減することも検討していきます。 

 

 
⑥ PPP/PFI 活用の実施方針 
 今後、PPP/PFI 方式、コンセッション方式、指定管理制度等、民間の資金や活力、外郭団体の機能等を積

極的に活用し、新たな住民のニーズに応えるとともに、公共施設の機能を向上させながら、維持管理コスト等の

縮減を図っていきます。 

また、住民サービスの充実や行政コストの削減、さらには新たな歳入の確保を図るため、PPP/PFI・コンセッショ

ン等の新たな行政手法の導入件数を今後検討していきます。 
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⑦ 統合や廃止の推進方針 

【保有する財産（未利用資産等）の活用や処分に関する基本方針】 
統合や廃止の検討にあたっては、将来の人口見通しや行政コスト縮減を鑑み、施設総量や配置の最適化を

図ります。しかし、公共施設等の統合や廃止では、住民サービスの水準低下が懸念されることから、それを最小限

にするため、種々の公共施設コンパクト化の施策について住民合意を要することになると考えています。本町の施

設の統廃合や遊休施設の活用は、住民、議会等と協議しながら検討していきます。 

その際、既存の施設体系の役割に縛られることなく、多角的な視野を持ち、今後その地域に必要なものがいっ

たい何なのかを幅広く自由に発想していくこととしています。 

また、危険性の高い施設や老朽化等により供用廃止（用途廃止、施設廃止）を必要とする施設を見出し、

施設を診断します。診断は、継続使用、改善使用、用途廃止、施設廃止の 4 つの段階に評価し、施設のハー

ド面だけではなく、ソフト面からも診断を行い、診断結果は、施設の統廃合及び供用廃止の判断材料とします。 
 

診断結果 
取組の方向性 

ハード面 ソフト面 

継続使用 
・ 長期修繕計画の策定 
・ 計画保全の考えに基づき計画的な維持修繕を実施 

・ 効果的かつ効率的な運用を検討 
・ それに伴う改善策を検討 

改善使用 

・ 長期修繕計画の策定 
・ 計画保全の考えに基づき計画的な維持修繕を実施 
・ 建替更新時の規模縮小の検討 
・ 多用途との複合化等、施設の有効活用の検討 
・ PPP/PFI8の活用等による用途変更 

・ 利用者増加等、利用状況改善に向けた
改革等を検討 

・ 利用者ニーズを踏まえ、提供するサービスの
充実や取捨選択を検討 

・ 運用の合理化を検討 

用途廃止 
・ 空いた施設の利活用 

(多用途への変更、民間への貸与等)の検討 
・ 用途廃止の代わりに、類似民間施設への

移転（サービス転化）等を検討 

施設廃止 
・ 施設廃止後は、建物解体 
・ 施設廃止に伴う跡地は原則売却 

・ 類似施設への統合を検討 
・ 他施設との複合化を検討 
・ 用途廃止の代わりに、類似民間施設への

移転（サービス転化）等を検討 

 
さらに、管理運営手法についても、より一層の一元化や効率化を進めるとともに、結果的に遊休の施設や土地

が生じた場合は、転用をはじめとする有効活用や除却、処分について、スピード感を持って実施します。また、除

却を行う場合は、地方債の特例措置を有効的に活用していくこととします。 

なお、各類型における施設の統廃合、除却等の具体的な方針については、各個別施設計画で定め、その都

度、明確に提示していきます。  
                                                   
8 PPP（パブリックプライベートパートナーシップ）は、従来地方自治体が公営で行ってきた事業に、民間事業者が事業の計画段階か 
ら参加して、設備は官が保有したまま、設備投資や運営を民間事業者に任せる民間委託等を含む手法。 

PFI（プライベイト・ファイナンス・イニシアティブ）とは、公共施工等の設計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを活用
し、公共サービスの提供を民間主導で行うことで、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るという考え方。 
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⑧ ユニバーサルデザイン化の推進方針 
「ユニバーサルデザイン2020行動計画」（ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定）における、ユニバ

ーサルデザインの街づくりについての考え方を参考に、ユニバーサルデザインの対応が必要な施設について、優先度

や対応スケジュールについて検討します 。 

 

⑨ 住民との情報共有の実施方針 
本計画の推進にあたっては、公共施設等を日々利用し、支えている住民との問題意識や情報の共有が不可

欠であります。 

今後とも、公共施設等のあり方について、住民目線に立った幅広い議論を進めていくとともに、公共施設等に

関する情報について HP をはじめとする各種広報媒体等を通じ、これまで以上に積極的に開示していきます。 
 

⑩ 広域連携について 
 公共サービスの提供には、一つの自治体で全ての整備・管理を行うことに留まらず、国や県をはじめ、周辺自治

体との施設相互利用を行うといった広域連携の検討が推奨されています。これまで各自治体で整備してきた施設

のうち、同様の機能を有する施設を周辺自治体で共同利用することで、稼働率の向上、施設数や維持管理コ

ストの抑制が期待されるからです。また、災害時の避難場所・経路の迅速な対応にも周辺自治体との連携は欠

かせません。人命を守るといった観点からも、広域連携のあり方を進めていきます。 

 

⑪ 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 
民間活用が可能な施設は、指定管理者や包括的民間委託等を検討します。また、インフラ管理における技

術者の育成において、関連市町が共同で実施する技術研修等に積極的に参加するなどスキルを高めます。 

 

⑫ PDCA サイクルの推進方針 
総合計画の見直し及び、総合計画における基本計画の見直しに際し、本計画を参考にして、公共施設マネ

ジメントの強化を図ります。本計画の計画期間後は、速やかに改訂を行い、計画内容の遂行状況や、今後の対

策を検討すると共に、町長へ報告します。改訂の結果は、町のホームページ等で公表します。 

なお、所管課毎に策定された個別施設計画（長寿命化計画等）に関しても、計画期間後は、速やかに改

訂を行います。これらの情報は、全庁的な基本方針・目標を見直す際の根拠情報として活用します。 

公共施設のマネジメントを行うには、減価償却費や人件費等を含めた公共建築物の維持管理に関する費用

に加え、利用・効果に関する状況等のデータについても、的確に把握・分析をする必要があります。現在、情報管

理や共有方策について、本町では地方公会計制度（総務省）に則り、これまで各課で保有していた公共施設

等の情報を一元的に管理していくシステムを導入しています。【公共施設マネジメントシステム】 

当システムの運用において、全庁的に整備データの共有を行い、減価償却や町財政の現状等の要素を鑑み

ながら、今後の公共施設等の管理方針を検討してしきます。  
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4.中長期的な維持管理・更新等に係る経費の見込み 
 
 本町の公共施設等の中長期的な維持管理・更新等に係る経費の見込みについては、策定済みの各種個別

施設計画の実施計画等を基に以下のように見込みをたてました。 

 今後 10 年間に長寿命化対策等を実現した場合は、約 109 億 3 千万円（年平均約 10 億円 9 千万円）

となり、耐用年数経過時に単純更新した場合と比べて約146億8千万円の経費削減が見込まれる試算です。 

 なお、長寿命化とは、劣化や不具合が生じてから措置を行う「事後保全」だけではなく、損傷が軽微である早期

段階に予防的な修繕等を実施することで機能の保持・回復を図る「予防保全」を行い、建築物の使用年数を延

長させることを目指すものです。 

 
■ 今後 10 年間の維持管理・更新等に係る経費の見込み ■ 

（百万円） 

 
 
■ 財源の見込み ■ 

財源の見込みに関しては、上表の現在要している経費（過去 5 か年の投資実績〈決算統計 H28～R2〉の

平均額：維持補修費、投資的経費及び建設改良費）を上限に考えていきます。 

なお、地方債や、有利な交付金及び補助金等も活用すると同時に、更新が集中する時期に備え、必要に応

じて、公共施設整備に関する基金を積み立てるものとします。  

維持管理
・修繕
（①）

改修
（②）

更新等
（③）

合計
（④）

（①+②+③）

耐用年数経過時に
単純更新した場合

（⑤）

長寿命化対策
等の効果額
（④ー⑤）

現在要している経費
（過去5年平均）

建築物(a) 1,025 1,096 1,202 3,323 16,616 △13,293 923

インフラ施設
(b) 240 1,246 969 2,455 5,442 △2,987 274

計(a+b) 1,265 2,342 2,171 5,778 22,058 △16,280 1,197

建築物(c) 0 0 0 0 0 0 0

インフラ施設
(d) 221 1,685 3,252 5,158 3,557 1,601 282

計(c+d) 221 1,685 3,252 5,158 3,557 1,601 282

1,025 1,096 1,202 3,323 16,616 △13,293 923

461 2,931 4,221 7,613 8,999 △1,386 556

1,486 4,027 5,423 10,936 25,615 △14,679 1,479

公営企業
会計

普通
会計

建築物計(a+c)

インフラ施設計(b+d)

合計(a+b+c+d)
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第 5 章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針  
 

ここでは、各施設類型においての個別施設計画を策定・推進に向けての管理に関する基本的な方針を提示
します。第 4 章で述べた方針に加え、情報管理・共有の実施方針と、計画推進体制の構築方針を合わせて、
今後の把握・分析に利用していきます。また以下に、対象となる公共施設等を再掲載します。 

基本方針については、施設の①数量、②品質、③コストの 3 つの適正性の考え方をまとめました。 
 
① 施設の数量の適正性に関する基本的な考え方  

・・・施設の統配合・更新の方針、施設数や敷地面積に関する考え方等 
② 施設の品質の適正性に関する基本的な考え方  

・・・施設の維持・管理の方針、災害等に対する安全確保、耐震化、長寿命化に関する考え方等 
③ 施設のコストの適正性に関する基本的な考え方  

・・・施設の省エネ対策、コスト削減、経営の合理化・効率化に関する考え方等 
 
区分  施設分類 本町の主な施設例 

建物系 
公共施設 

1 町民文化系施設 
集会施設（公民館、集会所等） 
文化施設（文化会館） 

2 社会教育系施設 博物館等（陶芸ハウス、大坂口御番所跡） 

3 
スポーツ・ 
レクリエーション系施設 

スポーツ施設 
レクリエーション施設・観光施設 
保養施設 

4 産業系施設 畜産センター、農機具等格納庫、道の駅いたの 

5 学校教育系施設 
小学校、中学校 
その他教育施設 

6 子育て支援系施設 
子どもセンター、児童館 
保育園、幼稚園 

7 保健・福祉施設 高齢者福祉施設（老人憩の家等） 

8 行政系施設 
庁舎等 
消防施設 
その他行政系施設 

9 公営住宅 公営住宅 
10 公園 あせび公園、歴史文化公園 
11 供給処理施設 環境センター、し尿処理施設 
12 その他 その他 

土木系 
公共施設 

13 道路 町道 
14 橋りょう 橋りょう 

企業会計施設 
15 水道事業 上水道施設（浄水場・導水管、送水管、配水管） 
16 公共下水道事業 公共下水道施設（下水管） 
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1.建物系公共施設 

 
① 町民文化系施設 
 
整備状況 

施設名称 建物名称 所在地 
延床面積 
（㎡） 

建築年度 

集会施設 
 犬伏コミュニティセンター 犬伏コミュニティハウス 犬伏字大坪 34-1 72.00 1983 

川端コミュニティセンター・ 
老人憩の家 

コミュニティセンター 川端字宮ノ西 17-2 237.59 1997 

町民センター 町民センター 大寺字亀山西 169-5 2,046.19 1976 
南公会堂 公会堂 下庄字神木 59-1 1,157.00 1976 
総合センター 総合センター 大寺字岡ノ前 33-1 他 800.00 1986 
東公会堂 公会堂 大寺字亀山西 31-1 1,112.76 1977 
あせび会館 あせび会館 大坂字宮東 25 74.91 1997 
南公民館 公民館 下庄字栖養 46-1 1,012.00 1980 
下庄教育集会所 集会所 下庄字栖養 89-11 132.19 1984 
中央公民館 公民館 大寺字亀山西 190-1 509.91 1980 
町民ふれあいプラザ 町民ふれあいプラザ 那東字大道下 10 1,033.45 1990 

文化施設 
 文化の館 文化の館 犬伏字東谷 13-1 4,144.67 1994 

 
基本的な方針 

視点 取組み状況や今後の方針 

数量 
 住民同士の交流やコミュニティ形成のために必要と考えており、施設の数量の適正性については概ね妥

当である。 

品質 

 東公会堂・南公会堂は、平成 25～26 年度に耐震改修済み。 
 

 総合センターは、昭和 62 年に建てられ、耐震基準はクリアしている。 
 

 町民センターは、令和元年度に耐震化工事（令和元年度町民センター耐震改修工事）を実施し

た。 
 

 文化の館は、地域文化活動の振興の場であり、文化拠点としての役割を持っていることから、ホール

等、図書館は住民の親しんでもらえる環境づくりに努めると共に、公園の案内板や遊具等の整備を推

進していく。 

コスト  建替えや改修維持する場合については、今後、照明の LED 化等、省エネ策を検討する。 
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② 社会教育系施設 
整備状況 

施設名称 建物名称 所在地 
延床面積 
（㎡） 

建築年度 

博物館等 
 陶芸ハウス 陶芸ハウス 犬伏字大坪 34-1 12.00 1984 

大坂口御番所跡 
管理棟 

大坂字ハリ 71 
23.18 1998 

旧村瀬家母屋 94.80 
－ 

倉庫 28.02 
 

 

基本的な方針 
視点 取組み状況や今後の方針 

数量  地域の社会教育促進に利用されていることから、現状を維持する。 

品質 
 経年劣化への対応については、職員による見回りを定期的に実施し、状況確認を怠らないことや軽微

な内に修繕を行うことで、現在の機能を維持できるよう努める。 

コスト  施設の活用状況に応じた維持管理に努める。 
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③ スポーツ・レクリエーション系施設 

整備状況 

施設名称 建物名称 所在地 
延床面積 
（㎡） 

建築年度 

スポーツ施設 

 健康の館 健康の館 犬伏字大柳 1 3,183.42 1991 

板野町体育センター 体育センター 吹田字間谷 14-1 829.45 1982 

町民プール（管理棟） 管理棟 大寺字郡頭 3 205.00 1999 

レクリエーション・観光施設 

 彩りの舘 彩りの館 
犬伏字平山 4-6-1 

289.55 1995 

彩りの舘附属御番所 休憩所 9.90 1995 

保養施設 

 共同浴場（板野温泉） 浴場 大寺字辻 78-1 247.41 1980 

やすらぎ館 やすらぎ館 
大坂字椋木原 30-1 

834.16 2001 

文化交流館 文化交流館 546.07 2001 

 

 

基本的な方針 
視点 取組み状況や今後の方針 

数量  住民の健康促進やスポーツ振興、文化交流の場として重要であることから、現状維持に努める。 

品質 

 板野温泉は、建設から相当年数経過して建物・設備共に老朽化が進んでおり、温泉の売上から部分

的補修が困難な状況となっている。 

 老朽化が進行しているものや内部設備の更新時期を迎えているもの等があるため、適切な点検・維持

管理の実施により、利用者の安全を確保する。 

コスト 

 板野温泉は、平成 18 年 12 月から平山管理会へ委託している。委託料の支払いはなく、光熱費・修

繕費等、必要経費はすべて温泉の売上からまかなっていた。 

 平成 29 年 4 月から、管理委託先は未定である。諸般の事情により、業務停止を継続中のため、施

設廃止及び取り壊しも視野に含め検討する。 
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④ 産業系施設 

整備状況 

施設名称 建物名称 所在地 
延床面積 
（㎡） 

建築年度 

産業系施設 

 畜産センター 畜産センター 大寺字露ノ口 55-2 88.00 1988 

南地区農機具等格納庫 
1 号棟 下庄字栄寿 197-1, 

字神木 61-5 
136.20 1998 

2 号棟 132.00 1989 

川端地区農機具等格納庫 
1 号棟 

川端字原田 51-1,39-3 
84.00 1975 

2 号棟 45.50 1990 

大寺地区農機具等格納庫 
1 号棟 大寺字辻 79-2, 

字山田畑 14-2 
70.00 1973 

2 号棟 186.00 1980 

道の駅いたの 

地域振興施設棟 

川端字中手崎 39-5 

1,765.50 

2020 
トイレ棟 195.00 

倉庫 17.80 

板野バス待合所 44.40 

 

 

基本的な方針 
視点 取組み状況や今後の方針 

数量  地元住民の活用状況を鑑み、現状を維持する。 

品質 

 老朽化が進行しているものや内部設備の更新時期を迎えているもの等があるため、適切な点検・維持

管理の実施により利用者の安全を確保する。 

 主に地元管理の施設もあり、大規模な修繕の際には町がその費用を負担している。劣化状況と利用

状況の確認を怠らず、地元住民の協力を得ながら、適切な管理に努める。 

 道の駅いたのは、令和 3 年 4 月 1 日にオープンし、板野町全体の産業振興と地域福祉に寄与し、非

常時には防災拠点として、住民の安心を支える役割を担う施設を目指している。管理方法について

は、指定管理者制度を導入している。指定管理者からの施設使用料収入を公共施設等整備基金に

積み立て、将来予想される大規模な修繕時の財源とする。 

コスト 
 維持管理を行うにあたって、その場だけの対応を行うのではなく先を見据え、機能性・経済性を検討し

対応を行う。 
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⑤ 学校教育系施設 

整備状況 

施設名称 建物名称 所在地 
延床面積 
（㎡） 

建築年度 

学校 
 

板野東小学校 

講堂 

吹田字町東 2 

480.00 1925 
教室棟 1 1,166.00 1966 
教室棟 2 928.00 

1967 便所棟 1 47.00 
便所棟 2 70.00 
屋内運動場 975.00 

1971 
便所棟 3 15.00 
プール附属室 143.00 1973 
管理・特別教室棟 898.00 1974 
教室棟 3 242.00 1986 
倉庫 1 33.00 

2001 
倉庫 2 18.00 
給食配膳室 50.00 1997 

板野東小学校大坂分校 
体育館 

大坂字宮東 20 
525.00 1975 

教室・管理棟 262.00 1982 

板野南小学校 

便所棟 

下庄字栖養 44 

32.00 1969 
教室棟 788.00 1970 
管理棟・特別教室 1,229.00 1974 
プール附属室 190.00 1981 
普通・特別管理棟 627.00 1985 
屋内運動場 471.00 1987 
多目的便所棟 1 13.00 2005 
多目的便所棟 2 14.00 2006 

板野西小学校 

教室棟 1 

那東字泉西 5 

770.00 
1970 

便所棟 1 36.00 
機械室棟 5.00 1972 
教室棟 2 813.00 

1975 給食棟 23.00 
便所棟 2 5.00 
教室棟 310.00 

1977 屋内運動場 599.00 
倉庫棟 18.00 
便所棟 3 41.00 1986 
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施設名称 建物名称 所在地 
延床面積 
（㎡） 

建築年度 

学校 
 

板野中学校 

教室棟 

大寺字郡頭 11 

1,737.00 
1962 

部屋 2 95.00 
特別教室棟 1,535.00 

1963 管理棟 609.00 
特別棟 325.00 
屋内運動場 858.00 1964 
部屋 1 74.00 1973 
倉庫 60.00 1986 
格技場 513.00 1987 

その他教育施設 
 板野町学校給食センター 給食センター 犬伏字平山 1 1,425.00 2014 

西新田教育集会所 集会所 西中富字中須 77-48 122.96 1975 
川端教育集会所 集会所 川端字権現 1-1 168.00 1977 
郡頭教育集会所 集会所 大寺字王子 33 256.17 1978 

 

 

基本的な方針 
視点 取組み状況や今後の方針 

数量 

「第五次板野町振興計画」に基づく、「板野町教育大綱」の方針に沿った、施設整備を進める。 

 幼稚園施設の施設整備（建替え等の検討） 

 小中学校施設、社会体育施設及び社会教育施設は、環境整備・維持補修に努める。 

品質 

全施設について、安全性確保（防災）を主とした点検・維持修繕による長寿命化を図る。 

 幼稚園施設の耐震診断の実施。耐震診断結果をうけて地域ニーズに対応した施設整備の検討・計

画を行う。 

 小中学校施設は、教育環境の整備（主に非構造部材対策・トイレの洋式化） 

 社会体育施設・社会教育施設は、小学校運動場夜間照明柱建替え及び社会体育施設ＬＥＤ化

等による長寿命化・省エネ対策 

コスト 

 各施設において、点検・保守等により設備の修繕箇所・更新時期の把握を行い、今後の対策計画を

作成する。※既存設備の長寿命化対策を行い極力使用。 

 高効率機器等の導入による省エネ化（照明ＬＥＤ化・複層ガラスや断熱材等非構造部材対策を含

めた対策） 
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⑥ 子育て支援施設 

整備状況 

施設名称 建物名称 所在地 
延床面積 
（㎡） 

建築年度 

幼稚園・保育園・こども園 

 

板野東幼稚園 

教室棟 1 

吹田字町東 8-1 

373.00 1971 

倉庫棟 12.00 1973 

教室棟 2 64.00 
1985 

管理棟 28.00 

板野東幼稚園大坂分園 教室棟 大坂字宮本 20-2 70.00 1982 

板野南幼稚園 

教室・管理棟 

下庄字真弓 71 

328.00 1972 

倉庫 1 7.00 1974 

倉庫 2 10.00 1978 

教室棟 167.00 1984 

板野西幼稚園 

教室棟 

那東字楠木 15 

329.00 1970 

倉庫 1 24.00 1973 

倉庫 2 10.00 1977 

管理棟他 64.00 1988 

板野保育園 

保育室 1 

大寺字岡ノ前 20 

540.00 

1974 
保育室 2 129.00 

管理棟 539.39 

保育園 3 765.50 

調理室 175.50 
2017 

事務室 49.68 
幼児・児童施設 

 
東児童館 

児童館 
大寺字亀山西 1 

312.04 2006 

東児童館（増築分） 90.00 2013 

南児童館 児童館 下庄字文開 1-1 227.45 1991 

西児童館 児童館 那東字福道 21-1 227.00 2002 
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基本的な方針 
視点 取組み状況や今後の方針 

数量 

 各幼稚園及び児童館は、それぞれの小学校区域に設置されており、施設数としては適正で

あると考えている。 

 板野保育園は、受け入れの対象年齢を 0 歳児～3 歳児までとする。4～5 歳児は、幼稚園

へ就園する。 

品質 

 各幼稚園共、老朽化が進行しており、修繕が必要な部分が多くある。 
 

 板野保育園は、東西の遊戯室棟については、耐震改修工事を完了しているが、保育室につ

いては未実施のため、今後耐震診断を予定している。その結果を鑑み、改修や建替えを検

討していく。 
 

 南、西児童館は平成 14 年度に、東児童館は平成 19 年度に建築された比較的新しい建

物であるため、当面、建替えは考えていない。今後は、児童の安全面を考慮し、床等の修繕

費用が増えてくると考えている。 

コスト 
 各施設の建替えには、省エネ対応設備、全照明の LED 化等の省エネ設備を導入する。 

 児童館の太陽光発電は、設置済みとなっている。 
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⑦ 保健・福祉施設 

整備状況 

施設名称 建物名称 所在地 
延床面積 
（㎡） 

建築年度 

高齢福祉施設 

 下庄老人憩の家 

老人憩の家 

下庄字栖養 14-1 97.09 1982 

犬伏老人憩の家 犬伏字平山 83 163.87 1978 

古城老人憩の家 古城字南屋敷 44-1 163.62 1975 

黒谷老人憩の家 黒谷字東原 24-3 76.38 1979 

吹田老人憩の家 吹田字神木 3-3 158.15 1976 

西中富老人憩の家 西中富字雁ヶ坪 34-1 162.20 1976 
日出家老人憩の家 西中富字宮ノ本 28-7 98.54 1979 
新田老人憩の家 川端字中手崎 52-9 150.00 1976 

関柱老人憩の家 大坂字関東 80-1 77.00 1978 

岡ノ宮老人憩の家 大寺字岡ノ前 138-3 119.00 1977 

大寺東老人憩の家 大寺字亀山下 93 107.49 1977 

高樹老人憩の家 大寺字高樹 14-6 126.19 1979 

大寺老人憩の家 大寺字平井 75-1 238.00 1984 

中久保老人憩の家 中久保字当部 65-1 124.00 1980 

唐園老人憩の家 唐園字香殿北 20 83.52 1978 

那東老人憩の家 那東字道ブチ 22-1 120.00 1991 

矢武老人憩の家 矢武字鏡松 1 264.00 1976 

羅漢老人憩の家 羅漢字吉田 15-2 148.68 1974 

中村老人憩の家 大坂字川走 4-4 98.00 1980 
西中富老人ルーム 

老人ルーム 

西中富字中須 57-21 他 149.72 1989 
川端老人ルーム 川端字原田 33-1 147.91 1985 

大寺老人ルーム 大寺字辻 72-2 他 140.33 1981 

養護老人ホーム 

管理棟 

大寺字露ノ口 50-1 

289.34 1980 

機械室棟 71.22 1955 

第 1 収容棟 402.04 
1973 

サービス棟 202.50 

第 2 収容棟 688.57 1978 

倉庫 27.00 1984 

デイサービスセンター 
在宅介護支援センター 

デイサービスセンター 
在宅介護支援センター 

吹田字西山 68-10 557.92 1996 

板野共同作業所あせび 板野共同作業所あせび 大寺字亀山西 190-1 158.67 1965 

 
※大寺老人憩の家は、令和 3 年度に建替え実施済みとなっています。（本計画では、令和 2 年度末時点） 
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基本的な方針 
視点 取組み状況や今後の方針 

数量 

 各施設とも、施設の数量の適正性については概ね妥当である。 
 

 老人憩の家は、老人の憩いの場や集会所の役割として長年根付いている。利用頻度の多い施設

（川端・唐園）と少ない施設（中村・関柱）に差があるが、他施設との統合・解体は現在検討し

ていない。施設量の適正性については、概ね妥当であると考えている。 
 

 板野共同作業所あせびは、就労支援継続 B 型施設として、賃貸契約を行っており、外部団体に運

営を任せている。 

 

 養護老人ホームは、町営としては唯一の施設であるものの入居者数が伸び悩んでいる。毎年厳しい

運営状態が続いており、継続・段階的に廃止・指定管理制度等への移行を検討していく。 

品質 

 老人憩の家は、経年劣化による修繕は、管理人からの修繕依頼や修繕箇所を発見した時に、必

要性や緊急性を考慮に入れながら実施している。修繕計画を作成し、国補事業を利用し避難所

指定されている 17 箇所を対象に、順次耐震診断を行い、必要に応じて改修工事を実施する。避

難所指定されていない、中村・関柱・大寺東の 3 箇所については、施設の維持修繕等に努める。 
 

 デイサービスセンター・在宅介護支援センターは、平成９年に新耐震化基準の下で建築されており、

必要に応じて耐震診断を実施し、修繕又は建替えを進める。福祉避難所の指定がされており、二

次避難所としての施設機能を活かすことができるよう機能強化を図る。 
 

 板野共同作業所あせびは、昭和 40 年に建築され、一部建て増しをしている所もあるが、老朽化に

伴い劣化部分もある。必要に応じて耐震診断をし、改修又は建替えを進める。 
 

 養護老人ホームは、施設、備品等古く、数年先には大小の修繕、買い替えが多く必要と思われる。

耐震化もできていない現状であり、今後施設としての基本的な事を決定していきたい。 

コスト 
 各施設の建替えは、省エネ対応設備、照明の LED 化等の省エネに資する配慮を行う。なかでも、

老人憩の家の維持修繕は、浄化槽を下水道への接続をすることも考慮していく。 
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⑧ 行政系施設 

整備状況 

施設名称 建物名称 所在地 
延床面積 
（㎡） 

建築年度 

庁舎等 

 役場庁舎 庁舎 吹田字町南 22-2 1,923.11 2013 

消防施設 

 東第 1 消防センター 

消防センター 

川端字出口 10-1 96.00 1995 

東第 2 消防センター 吹田字間谷 14-5 96.00 1992 

南消防センター 下庄字栖養 47-1 76.80 1989 

西消防センター 那東字福道 20-1 98.24 1990 

消防センター 大寺字亀山西 190-1 173.00 2002 
その他行政系施設 

 災害対策用備蓄倉庫 倉庫 吹田字間谷 14-5 187.20 2006 

 

道の駅いたの 
避難所兼備蓄倉庫 
（防災ステーション） 

川端字中手崎 39-5 624.00 2020 

 

 

基本的な方針 
視点 取組み状況や今後の方針 

数量 
 庁舎及び消防センター、災害対策用備蓄倉庫は、現状を維持する。災害対策用備蓄倉庫は、災害

時に有効に活用できるように、必要性に応じ、整備をしていく考えである。 

品質 

 建物の法定点検や検査等を定期的に実施する。加えて、職員自身による自主点検も随時行い、それ

らの点検結果を蓄積し、維持管理及び修繕・改修等の老朽化対策に活かしていく。利用者の安全性

確保を最優先し、大規模な修繕や改修あるいは建替え等が必要な場合は計画的に実施していくこと

とする。 

 災害用備蓄品の拡充のために、災害用備蓄倉庫及び道の駅いたのの防災ステーションで、備品の管

理を適切に行うこととする。なお、防災ステーションは、災害時以外でも、住民の方にも開放し、会議等

の住民同士の触れ合いの場としても有効的に活用していく。 

コスト 
 日常的な維持管理に関する基本的な方針を基に、修繕に係る事業費の大規模化及び高コスト化を

回避し、ライフサイクルコストの低減を図る。 
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⑨ 公営住宅 

整備状況 

施設名称 建物名称 所在地 
延床面積 
（㎡） 

建築年度 

公営住宅 
 

あさんグリーンハイツ 
A 棟 

犬伏字東山 9-13 
951.72 

1993 
B 棟 951.72 

吹田団地 

第 1 棟 

吹田字奥宮 118 

739.92 

1977 
第 2 棟 739.92 
第 3 棟 554.94 
物置 105.27 

山下団地 

第 1 棟 

吹田字奥宮 143 

159.00 

1968 

第 2 棟 159.00 
第 3 棟 127.20 
第 4 棟 159.00 
第 5 棟 95.40 
第 6 棟 127.20 

西新田団地 
A 棟 

西中富字中須 77-42 
951.60 1997 

B 棟 970.80 1999 

川端南団地 

第 1 棟 

川端字荒蒔 19-1 

89.90 

1974 
第 2 棟 89.90 
第 3 棟 89.90 
第 4 棟 89.90 
第 5 棟 89.90 

板野第一団地 

第 1 棟 

大寺字岡ノ前 27-1 

933.88 

1974 

第 2 棟 933.88 
第 3 棟 1,323.03 
第 4 棟 882.02 
第 5 棟 882.02 
第 6 棟 1,102.53 
物置 853.00 

板野第一団地集会所 集会所 大寺字岡ノ前 27-1 48.00 1974 

板野第二団地 

第 7 棟 

大寺字岡ノ前 35-1 

821.00 

1976 
第 8 棟 821.00 
第 9 棟 821.00 
第 10 棟 821.00 
物置 376.16 

板野第三団地 

第 1 棟 

大寺字郡頭 51-3 

1,418.40 

1976 
第 2 棟 945.60 
第 3 棟 945.60 
物置 202.16 

板野第三団地集会所 集会所 大寺字郡頭 51-3 70.00 1976 
郡頭団地 団地 大寺字王子 24 814.32 1981   
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施設名称 建物名称 所在地 
延床面積 
（㎡） 

建築年度 

公営住宅 
 

川端団地 

第 1 棟 

川端字中谷山 6,61-1 

125.60 

1969 
第 2 棟 125.60 
第 3 棟 125.60 
第 5 棟 125.60 
第 6 棟 125.60 
第 7 棟 94.20 

1970 

第 8 棟 219.80 
第 9 棟 188.40 
第 10 棟 125.60 
第 11 棟 125.60 
第 12 棟 134.20 
第 13 棟 134.20 
第 25 棟 134.20 1970 
第 15 棟 172.70 

1971 

第 16 棟 172.70 
第 17 棟 138.16 
第 18 棟 138.16 
第 19 棟 138.16 
第 20 棟 138.16 
第 21 棟 138.16 
第 22 棟 143.16 

1972 
第 23 棟 143.16 
第 26 棟 178.95 
第 27 棟 71.58 

川端団地集会所 集会所 川端字中谷山 6 48.00 1970 

平田団地 

第 1 棟 

大寺字平田 30 

1,037.60 

1979 
第 2 棟 1,037.60 
第 3 棟 1,037.60 
物置 153.12 

駅前団地 団地 大寺字平田 43-1 628.47 1983 
駅前団地・平田集会所 集会所 大寺字平田 43-1 70.00 1979 

中久保団地 
第 1 棟 

中久保字野神 24 
739.92 1977 

第 2 棟 778.20 1979 
第 3 棟 802.08 1981 

羅漢団地 

第 1 棟 

羅漢字林東 8 

127.20 

1964 

第 2 棟 127.20 
第 3 棟 127.20 
第 4 棟 127.20 
第 5 棟 127.20 
第 6 棟 95.40 
第 7 棟 127.20   
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基本的な方針 
視点 取組み状況や今後の方針 

数量 
 板野町公営住宅長寿命化計画において今後、耐用年限を経過した簡易耐火構造平屋建（簡

平）は、空き次第、用途廃止する。 

品質 

 耐用年限を経過した団地は空き次第、用途廃止する。 

耐用年限経過  4 団地 42 棟 164 戸 
 

 また、耐火構造は個別に修繕する。 

簡易耐火構造平屋建（簡平） 164 戸 

耐火構造              418 戸 

コスト 

 令和 2 年度町営住宅維持管理費 60,243 千円 

平成28年度に長寿命化計画を策定し、平成29年度から、耐火構造の団地に対して、補助事業

の対象となる大規模な修繕を順次行っている。 

 
⑩ 公園 

整備状況 

施設名称 建物名称 所在地 
延床面積 
（㎡） 

建築年度 

公園 
 

あせび公園 便所 大坂字櫛木屋53番地外 
21.00 

1998 
21.00 

田園パーク東トイレ トイレ 犬伏字東スカ 20-5 45.00 1991 
ポケットパーク公衆便所 公衆便所 犬伏字東スカ 45-1 56.00 1991 

歴史文化公園 

竪穴式住居 
（復元建築） 

犬伏字平山 1 

36.21 

1994 
25.20 

公衆便所 B 38.55 
展望台 14.80 
だるま窯建屋 40.00 

 

 
 

基本的な方針 
視点 取組み状況や今後の方針 

数量  現状の維持に努める。 

品質 
 適正に管理、維持すると共に、老朽化による園内施設の修繕整備を計画的に行う。 

 改修の場合には、公園に対する住民ニーズの動向を踏まえながら、計画的に実施する。 

コスト  予防的な修繕を実施し、適切な健全性を確保する。 
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⑪ 供給処理施設 

整備状況 

施設名称 建物名称 所在地 
延床面積 
（㎡） 

建築年度 

供給処理施設 

 

環境センター 

環境センター 

松谷字カロヲト奥 18-59 

1,071.00 

1989 車庫 
（灰バンカ室併用） 

22.50 

し尿処理施設 
（クリーンセンター） 

車庫・倉庫 

吹田字西山 68-10 

34.22 1981 

本体・管理棟 992.42 
1982 

休憩所・倉庫 54.05 

最終処分場 最終処分場 大坂字北唱谷 38 3,825.20 2000 

 

基本的な方針 

視点 取組み状況や今後の方針 

数量 

 板野町環境センター（焼却場） 

焼却は H14.11.30 までで、現在は大型ごみ・資源ごみの持込回収場所、ビン・缶・小型複合ごみ

の一時保管場所として利用している。（資源ごみのみ屋内）また、ほとんど出入りのなくなった２階の

監視室、会議室は、環境生活課と建設課の書庫として利用している。 

 

 板野町一般廃棄物最終処分場 

H17.10.3１で埋め立てが終了している。現在は水質検査等により経過観察を行っている。最終処

分場を廃止する場合は、そのための検査が別途必要になる。 

 

 板野町クリーンセンター（し尿処理場） 

現在稼働中。下水道の整備は進んでいるが、町全体には及ばないため、し尿処理施設 が必要と

なる。また、下水道へのつなぎ込みを行う場合も、し尿処理施設での調整が必要となる。 

品質 

 板野町環境センター（焼却場） 

敷地内は可燃ごみ以外の一時保管場所として利用している。建物は特に機械室の劣化が酷く、2 階・

3 階の金網の足場や機械そのものが朽ちている部分があり危険である。（機械室は危険な箇所は立入

禁止とし、比較的安全な場所は資源ごみとコンテナ等の資材置き場として利用している。）現在の用途と

しては、作業員詰所と資源ごみ等の水漏れ防止のための保管庫があれば事足りる。煙突の一部が欠け

落ちていたこともあり、安全面での心配がある。 
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視点 取組み状況や今後の方針 

品質 

 板野町一般廃棄物最終処分場 

建物は特に異常は見られない。水質検査にも異常がないことから、防水設備としての役割を果たしてい

ると判断できる。 

 

 板野町クリーンセンター（し尿処理場） 

処理関係の機器については、定期的な更新・修繕ができているため、停滞なく処理が進められている。

建物については、本棟・倉庫ともに屋根の防水や外壁のコンクリートの劣化により雨漏りがみられることから

修繕が必要とされる。また、槽のコンクリートにも劣化がみられることから修繕が必要とされる。現在、重要

な電気室のみ修繕済みとなっている。 

全体的に建物の劣化が目立ち、屋内機器への悪影響が懸念される。現在は、それぞれの機能につい

て問題は発生していないが、長期的な視野でこれらの課題対策に取り組む。 

コスト 

 板野町環境センター（焼却場） 

常に必要な電気、ガス、水道、警備、消防、電気保安として、令和 4 年度予算で 558 千円、突発的

なものとして、令和 2 年度に屋上雨漏り修繕に 1,174 千円、高気圧中開閉器取替に 510 千円、その

他、作業用品・啓発用品に毎年 120 千円ほどかかっている。 

焼却が終了したことで高圧電力は不必要になるため、低圧等に変更することで、電気代を削減できる。

しかしその契約変更のために、受電設備の変更や焼却関係の機械の撤去が必要で、別に費用がかかる。 

 

 板野町一般廃棄物最終処分場 

周辺対策として水質検査とダイオキシン検査にそれぞれ毎年 330 千円、599 千円、電気と水道で 19

千円ほどかかっている。電気は出入り口シャッターの開閉に必要だがほとんど使っていない。 

埋立てが終了しているので、地元との約束である水質関係の検査コストのみとなっている。 

 

 板野町クリーンセンター（し尿処理場） 

維持補修工事が平成 30 年度予算にて 33,816 千円と特に多い。このうち 14,000 千円ほどが定期

的なものとなっている。（定期的：ポンプ 3 基のうち 1 基ずつを順に修繕・取替、3 年で 1 巡等） 

処理のための薬品が 7,500 千円、また、及び機器運転のために、電気代が 9,000 千円ほどかかる。

加えて、脱水汚泥の焼却・埋立てに 5,500 千円がかかる。 

昭和 57 年の建設から 39 年、平成 12 年の大規模改修から 21 年が経過し、建物にも設備にも劣

化が見られる。平成27年度から令和2年度の補修はすべて処理関係のため、今後はこの上に建物や地

下水槽の補修が必要となってくることが予想される。 
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⑫ その他 

整備状況 

施設名称 建物名称 所在地 
延床面積 
（㎡） 

建築年度 

その他 
 

旧有線放送農業協同組合 
倉庫 

大寺字亀山西 190-1 
99.00 1963 

事務所 234.00 1972 

旧生田診療所 
居宅・診療所 

那東字大道下 11,14 
386.87 

1974 
自転車置場 31.11 

教職員住宅 住宅 大寺字王子 4-1 353.96 1983 
 

 

基本的な方針 
視点 取組み状況や今後の方針 

数量 
 施設保有の必要性を検討する。また、施設の維持が必要な場合は予防保全を確実に行い、長期利

用ができるように維持管理を行う。 

品質  老朽化しているものもあるため、必要に応じ、適正に修繕を行う。 

コスト  予防的な修繕を実施し、適切な健全性を確保する。 
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2. 土木系公共施設 

 

⑬ 道路 
整備状況 

大分類 中分類 延長（m） 面積（㎡） 

道路（町道） 
1 級町道 25,064 146,616 
2 級町道 13,324 81,460 
その他 244,096 1,079,361 

 

基本的な方針 
視点 取組み状況や今後の方針 

数量  老朽化した道路等を順次補修又は改良を行う。 

品質  老朽化した道路等について現地調査を行い、順次維持補修等を行う。 

コスト  現場状況を踏まえ、長寿命化の推進と、コスト抑制等を考慮した工法選定を行っている。 

 
 
 
 

⑭ 橋りょう 
整備状況 

大分類 中分類 延長（m） 面積（㎡） 

橋りょう 
1 級町道 490 2,566 
2 級町道 323 1,470 
その他 2,257 12,148 

 

基本的な方針 
視点 取組み状況や今後の方針 

数量 
 橋梁定期点検を遂行中であり、点検完了後、「橋梁長寿命化修繕計画」を策定し施設整備を進め

る。 

品質  ５年に１回、近接目視による定期点検を実施し、維持修繕を行う。 

コスト 
 予防保全による維持修繕を行う事で、大規模な補修を抑え、更新時期の先送りにすることでコスト削

減を行う。 
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３. 企業会計施設 

 
⑮ 水道事業 
整備状況 

大分類 中分類 延長（m） 

水道事業 
導水管 5,011 
送水管 5,807 
配水管 128,291 

 
 
水道事業に関する建物整備状況 

施設名称 建物名称 所在地 
延床面積 
（㎡） 

建築年度 

水道事業 
 新田取水場 新田取水場 大寺字大向北 128-1 48.00 1974 

浄水場 浄水場 吹田字平山 130 210.00 1974 
第２水源西中富 第２水源西中富 西中富字西中須 25-6 132.00 1980 

犬伏配水池 
ポンプ室 

犬伏字瓢谷 1 
175.00 1996 

資材倉庫 120.00 2008 

 
 
 
 
基本的な方針 
視点 取組み状況や今後の方針 

数量 

 施設数は、適正で現状維持とする。しかし今後、人口の変化や災害に対応した施設の維持管理や修

繕・耐震化を計画的に更新することで長寿命化を図る。 

 集中豪雨等の浸水被害を考慮した規模調整に取り組む。 

品質 

 安定して水の供給を行えるために、定期的な点検等により破損状況や劣化状況を把握し、優先順位

を考慮しながら予防保全を前提とした計画的な修繕、更新を実施することで、施設の長寿命化を図っ

ていく。 

コスト  施設、設備の合理化、運転の効率化等を行うことにより、将来的なコストの縮減に努める。 
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⑯ 公共下水道事業 
整備状況 
大分類 中分類 延長（m） 

公共下水道事業 下水管 35,632 

管種別に見ると、コンクリート管が 2,797m、塩ビ管が 32,783m、その他のものが 52m となっています。 
 
 
 
基本的な方針 

視点 取組み状況や今後の方針 

数量 

 板野町特定環境保全公共下水道は、計画処理区域342haのうち、131haについて事業に着手し、

そのうち 127ha について供用開始されている。下水道普及率は、令和 2 年度末現在 34.8%、水洗

化率 31.9%、管路延長は 35km が整備されている。 
 

 今後も引き続き、板野町特定環境保全公共下水道基本計画並びに事業計画に沿って未普及地区

を対象として、下水道管路の整備を進めていく。 

品質 
 下水排除面積が 20ha 以上の主要な幹線についてレベル 2 地震動、その他の管路も推進管について

はレベル 1 地震動の耐震設計を行い、品質の適正性に努める。 

コスト 
 下水道管路の整備にあたっては、リブ付き硬質塩化ビニル管の採用、小型マンホールの使用、再生材

の使用及び発生土の利用等、工事コストの縮減に取り組む。 
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